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陳情書 ［不採択］
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報告案件

・島根原子力発電所２号機に係る原子炉設置変更許可後の市の対応について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時００分 開会

○尾沢委員長 ただいまから原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を開会いたし

ます。

本日は、１２月９日の本会議で当委員会に付託されました陳情３件について審査すると
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ともに、１件の報告を受けます。

初めに、陳情第１００号、島根原子力発電所の稼働の是非に関する様々な諸課題を議会

として意見聴取・論点整理・議論し、その内容を市民にわかりやすく情報提供をすること

を求める陳情を議題といたします。

当陳情の審査に当たり、参考人として、陳情提出団体の島根原発稼働の是非を問う住民

投票を実現する会・米子、共同代表の河合康明様に御出席いただいております。

早速、河合様から御説明をいただきたいと思います。説明は分かりやすく、簡潔にお願

いいたします。説明は座ったままで構いませんので、よろしくお願いいたします。

そういたしますと、河合様、どうぞ。

○河合氏（参考人） おはようございます。河合と申します。よろしくお願いいたします。

本年、９月１５日に島根原発２号機に関する原子力規制委員会による設置変更許可に関

する審査が終了いたしました。島根原発が稼働するかしないかは、米子市民の暮らし、そ

してまちづくりに大きな影響を及ぼす重要な課題です。米子市は、市民自治基本条例を定

めておられまして、市民が主体となったまちづくりを推進するということを目的とすると

第１条で定めておられます。まちづくりに大きな影響を及ぼす島根原発について住民の理

解を深め、その是非を判断するためには、住民の間での活発な議論を喚起する必要がある

と考えます。その議論を深めていくためには正しい情報が必要ですが、これまで鳥取県や

米子市が行ってきた住民説明会は、国の機関、中国電力といった原発推進の立場からの情

報提供しかございませんでした。原発に関しては賛否両論あり、反対意見や慎重な意見が

必要であるとする意見もある中で、推進の立場からの説明だけでは不十分であり、住民の

納得や安心を得ることはできません。

そこで、要望の１でございますが、原発の稼働が必要であると考える専門家と、慎重な

意見を持つ専門家から、それぞれ意見聴取する場をこの議会で設けていただき、その内容

を市民に分かりやすく、分かりやすい言葉で伝えていただくよう要望いたします。

次に、国の機関や中国電力から、この市議会、米子市議会に対して、一度説明があった

とお聞きいたしておりますが、議員や傍聴者のお話では、その際、時間的制約などから十

分な質疑が行われていなかったと伺っております。

そこで、要望の２でございますが、原子力規制庁、内閣府、資源エネルギー庁及び中国

電力による説明と質疑の機会をさらに設けていただき、十分な質疑を行った上で、その内

容を市民に分かりやすくお知らせいただきますよう要望いたします。

私たち島根原発稼働の是非を問う住民投票を実現する会・米子は、米子市民自治基本条

例第２９条に定めておられます、市政の特に重要なことについて、事案ごとに市民投票を

実施することができるという条文に基づきまして、条例制定を求める直接請求を行うため、

この１１月１９日より署名開始を始めまして、既に法定署名数を超える署名をいただいて

おります。米子市民、米子市の発展のためには、住民投票ができたとしても、単に、その

賛成、反対の数を明らかにするだけでは不十分であり、住民投票を実施することにより市

民が島根原発稼働の是非を自分のこととして考え、議論し、理解を深めるということが不

可欠であると考えております。そのためには、市民が原発の稼働に関して、多様な意見を

分かりやすい言葉でお聞きし、正確な情報を得るということが必要です。

議会の皆様は、私たち米子市民の代表であるという矜持をお持ちであると思います。ぜ
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ひ市民に対してそうした情報を分かりやすく提供していただくよう要望いたします。どう

か、私たちの陳情の思いを御理解の上、採択いただきますようお願い申し上げます。以上

です。

○尾沢委員長 説明は終わりました。

参考人に対する質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 ないようですので、参考人に対する質疑を終結いたします。

次に、本陳情の賛同議員であります土光議員及び又野議員のほうから説明を求めます。

初めに、土光議員。

○土光賛同議員 陳情の趣旨とか思いは、先ほどの意見陳述に十分表れていると思います。

その中で、特に２点だけ。やはり議会としては、この島根原発稼働について多様な立場か

ら多様な意見を交わして議論をする、それから正確な情報を得て、それを市民に伝える、

そういった役割が議会の役割だと思います。現在のところ、先ほどの陳情の陳述でもあり

ましたが、それが、議会がそういった役割をまだまだ十分に果たせていないと思います。

この陳情１、２、これをぜひ採択して市民の負託に応えるような形で、これからこの特別

委員会が運営されていくことを望みます。以上、賛同の理由です。

○尾沢委員長 次に、又野議員。

○又野賛同議員 私からも、簡単に賛同理由を述べさせていただきます。

先ほどの意見陳述でも賛同の理由でもありましたけれども、今、この間行われてます住

民説明会とか議会でも、説明に来ておられるところは、原発、原子力発電所を動かすほう

の立場の方が多いと思います。やはり、原発については様々な意見あると思います。専門

家の中でも様々な意見があると聞いています。ということは、やはり、その多様な意見を

聞く場というのを設ける必要があると考えます。そして、この間の説明会などでも、この

陳情の中にもありますけれども、時間が限られているということがあって、実際に質問を

しても、それ以上の理解が深められる場というのが少なかったように思います。実際に、

聞いたことに直接答えてないというような場面も何度かありました。そういうふうに思わ

れている住民の方々もおられます。しっかりと、この原発の問題、エネルギーの問題って

いうのは、時間をかけて、将来にわたって大きな影響があるものですので、急いで判断す

ることなく時間をかけてやらないといけないことだと思っております。もっとそういう機

会を設けるべきだと思っておりますので、賛同いたします。以上です。

○尾沢委員長 ありがとうございました。

賛同議員の説明は終わりました。

賛同議員に対する質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 特にないようですので、賛同議員に対する質疑を終結いたします。

そのほか質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

採決に向けて、委員の皆様の御意見を求めます。
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それでは、土光委員のほうから御意見をお願いいたします。

○土光委員 採択、主張します。

この陳情事項の１と２、これは議会として私は実行可能な内容だというふうに思います

ので、例えば１に関して、多様な立場の専門家、これを参考人として呼ぶということは十

分可能なことだと思います。それから、特に２番目、これは一度全員協議会で、国の関係

機関、中国電力も含めて、さらに説明、質疑の場、これ一度やられましたが、御存じのよ

うに、それから、先ほどの陳情でもありましたが、時間的制約があって、質問の仕方も非

常に限られた、十分なやり取りができなかった。これは多分、国は国なりの、みんなが出

てきてやるというのは、なかなか時間的ないろんな要因が、制約があったとは思いますけ

ど、でもこれ、国の機関３つですよね。これ一度にする必要必ずしもないし、それから今、

例えば実際に来てもらわなくてもウェブという方法も十分考えられると思います。そうい

うふうに工夫をすれば、国とか中国電力から、さらにきちんと質疑をするという場は設け

ることは十分可能だと思いますので、そういった意味でも、ぜひこれ採択、私は採択です

けど、採択をしてこういった形で議会、委員会やりたいというふうに思います。

○尾沢委員長 続いて、奥岩委員、どうぞ。

○奥岩委員 まずは、河合様、本日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうご

ざいます。

結論から申しますと、不採択でお願いいたします。先ほど御説明していただいたんです

が、当委員会といたしましては、全て対応していると考えております。また、少し話がそ

れるんですけど、分かりやすく情報提供をしていただきたいというようなお話だったんで

すけど、この件に限らず、私、広報広聴委員でもありますので、本議会での議決結果等は、

毎回、市議会だよりでも掲載させていただいてましたりとか、ホームページでも公開させ

ていただいておりますが、分かりやすい情報提供というのは、少し、今後課題になってく

るのかなとは思いますが、御陳情、御意見いただきました２点につきましては、対応して

いるものと考えますので、不採択でお願いいたします。

○尾沢委員長 続いて、稲田委員、お願いします。

○稲田委員 まず、内容としては不採択を主張いたします。

奥岩委員と重なる部分がございますが、陳情者が、ここに記載されている一番最後の部

分ですね、要は、その過程、結果等を市民に分かりやすく情報提供というところで、主観

も入るであろう部分かなとは思います。とはいえ、我々もこのような務めを果たしていか

なければならないと思いますが、少なくとも、これは公開されておりますし、こちらにお

越しいただいた方には資料も提供されているというところで、責めは果たしているものと

考えておりますので、今後もこういった意見があったということは十分心に留めて、この

委員会あるいは議会の活動をしていかなければならないという部分は、私個人としては認

識いたしますけれども、陳情といたしましては不採択ということで主張いたします。以上

です。

○尾沢委員長 次に、中田委員。

○中田委員 私も、結果としては不採択を主張いたします。

趣旨は、気持ちとしては十分に受け止めれます。しかし、先ほど来ありますように、意

見聴取、論点整理、特に意見聴取という面においては、市民の代表の多様な意見のそれぞ
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れの代表が、この議員としての役割だと思っておりまして、当然、それは個々の議員の責

務として意見を聴取するというのは、既に果たすべきものとして自覚されているものと私

は認識しておりまして、論点整理だとか議論することも、これも議会の役割ですので、既

に当たり前のこととして深める努力というのは、常に働いているものだと思っております。

先ほど奥岩委員からもありましたけれども、分かりやすくという部分については、今も

取り組んでいただいてる部分はありますけれども、この件について、申し訳ないですが、

住民投票のことを目的とした分かりやすさというのは、非常にどこまでどのような内容で

というようなことになってくると思います。そこら辺は非常に難しい部分もありまして、

議論のそれぞれの賛成、反対という部分につきましても、多くの時間を割いて、今までも

反対の意見をお持ちの方々から、むしろ、そちらの意見のほうを多く、この場では耳にし

ております。それで今、様々な手法でいろんな論だとか素材については、情報を取得する

ことも可能ですので、何らかの結論といいますか、考えをまとめる際に向けては、議会と

して当然、意見聴取はされていくものだと私は認識しておりますので、そのような理由か

ら、この陳情については、不採択を主張いたします。

○尾沢委員長 続いて、戸田委員。

○戸田委員 私も不採択、採択をしないことを主張したいと思います。

皆さん方、いろいろと御意見がありましたけれども、私の意見としては、今の原子力再

稼働については、世界で厳しい原子力規制委員会でいろいろと議論なされた経過で、今の

事務推進を図っておられるわけですが、この陳情の中で、今の住民説明会が少ないのでは

ないか、さらには住民説明会を求めたいという御意見でしたけれども、いろいろと、その

説明会の状況等を考えますれば、幾度となくそういう説明会がなされておりますので、そ

の辺のところは、ある程度理解を私はしておるところでございます。ただ、先ほど、皆さ

んがおっしゃいますように、分かりやすく説明会というような観点からいけば、私も賛同

する部分がありますので、その辺については、今後の議会活動でしんしゃくしていきたい

というふうに思っておりますが、もう一つが、今の国、関係機関による説明会の実施とい

う意見がなされておられます。ただ、この問題についても、私もいろいろと多岐に研究す

るわけですけれども、やはり国、関係機関の説明会というのは、やはり国の判断によるも

のではないかなと私は理解しております。以上で私の採択をしないということを主張しま

す。

○尾沢委員長 続いて、矢田貝委員。

○矢田貝委員 私は採択しないという立場で意見を述べさせていただきたいと思います。

陳情者の皆様からいただきましたこの文書、先ほどもありましたけど、当特別委員会に

おいての、最後３行でございます。求めておられるところの思いは受け止めさせていただ

きたいというふうに思います。また、この特別委員会は、原発の稼働の是非について分か

りやすい情報提供するということを目的にした議論を展開するかどうかということにつき

まして、私自身、今後の受け止めの中でそのように取り組んでいきたいなというふうに思

いますけれども、私は何より自分事として陳情者の皆様が考えていくことを目的として、

この議会の在り方というのは問うてくださってると思うんですけれども、もはや、もう気

候変動だけではなくて、私たち人類であるとか、全ての生き物にとっての生存の基盤を揺

るがすような大規模災害、気候の危機とも言われる中でのエネルギーについてこそ、自分
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事として考えるための取組が大事だろうというふうに考えております。このような理由で、

この陳情に関しましては、不採択でお願いしたいと思います。

○尾沢委員長 続いて、石橋委員。

○石橋委員 この原発の再稼働に関しては、本当に市民の関心の高いところです。署名の

話をしましても、本当に喜んで署名をされる方もありますけれども、中には、やっぱり分

かりにくいと言われる人、悩まれる人も多いんですね。エネルギーの問題として、原発を

どう考えるのか、両方がなかなか詳しくないところで、随分悩まれる人も多いなというふ

うに思っております。ここの陳情書にありますように、いろんな立場の専門家の意見を広

く聞く機会が欲しいというのは、これは市民の思いだと思います。そして、この前、市民

に対しては２回開かれました説明会、これは、やはりここで、全協でありましたように、

国と中国電力の４か所というか４者からの説明に対して、なかなか質問の時間は短く、特

に市民は、ここの原発の特別委員会の委員と違って、またもっと聞きたいというか、もっ

と細かく聞かんと分からんというところはとても多かったと思うんですが、その辺で分か

らんかったという意見もたくさん聞きました。そういう意味でも、まだまだ原発に関して、

市民がよく知る機会というのは大事だというふうに思っております。委員会とか全協など、

議員が十分に論議して、それをちゃんと伝えればいいのだという意見もありましたけれど、

その委員会とか全協は中継がされませんので、どんな話がされてるかっていうのは、直接、

そのことを報告できる方でないと、なかなか分からないっていう側面があります。全市民

に広げた説明というのが本当に必要だと思うので、この陳情は採択し、市民がしっかり原

発のことを考えられるように情報を提供していくということで、陳情を採択されるように

強く求めます。

○尾沢委員長 次に、国頭委員。

○国頭委員 私は採択でお願いしたいと思います。

１番目ですけども、原発を推進する専門家と、慎重な意見を持つ専門家と、市も県と協

調して、講演会みたいなものを開いておられるんですけども、私は聞きに行きましたけど

も、やっぱり賛成というか、そういった専門家の方が多いように思います。反対、慎重な

立場を取る専門家の意見というのもやっぱり聞いてみたいというところがあります。そう

いう面からしても、これは、もっともっと工夫をして、市民の方にも聞いてもらう機会を

持ってもらうべきではないかなと思っております。

２番目については、国は原子力発電を推進する立場でありますので、それはもう当然、

全国、関係する場所については、それは住民に対しても説明していくべきであって、これ

を米子市にしろと、鳥取県にしろと言っても無理なところがあります。そういう面では、

もっともっとしてもらう機会を持つべきだと思っておりますので、賛成ということでお願

いしたいと思います。

○尾沢委員長 ありがとうございました。

皆さん方からの御意見、討論を終結いたします。

土光委員。

○土光委員 先ほどの討論というか採択の理由の中で、ちょっと私自身聞いていて、説明

がまだ不十分ではないかとかと思う点が、２点指摘したいのですが、それで、もしよけれ

ば、それに対して、さらに説明していただきたいというふうに思うんですが、その２点、
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発言していいですか。

○尾沢委員長 もう既に、それぞれの質問の時間と、それから討論の時間は終結いたしま

したので、それはお受けしかねます。

○土光委員 でも、委員長いいですか。

○尾沢委員長 どうぞ。

○土光委員 やはり、こういった陳情の審議に関して、例えば議会基本条例でもあります

議員間討議が必要なわけです。今、一通り、それぞれの賛成、反対前提にした意見を聞き

ました。それについて議員間で不明なところというのは、お互いに議論する場というのが

あってもいいんじゃないですか。

○尾沢委員長 討論に対する質疑というのが、ちょっとできないというふうに解釈いたし

ておりますが、よろしいでしょうか。

土光委員。

○土光委員 討論に対する質疑ができない、これは、それと、議員間討議をやりましょう

というのが、議会基本条例で定められていますよね。じゃあ、どの場で、どういう場で議

員間討議をすればいいんですか。

○尾沢委員長 だから、それは質問の場でしょう。質問していただきたいという時間は取

っておりますし、それを終結してから、それぞれの陳情の採決に関わる自分の意見という

ものを述べていただいたわけですね。それは十分御承知だと思います。となると、あなた

が申されている陳情に対しての採択をするよと、私は採択だよという意見、不採択だよと

いう意見、その意見に対して討論をこれからやっていこうというお話はお受けしかねると

いう委員長としての立場でございます。御理解ください。

土光委員。

○土光委員 私は討論を続けようと言ってるのではなくて、議員間討議をする場があって

もいいんではないかと言ってるんです。

○尾沢委員長 議員間動議ですか。

○土光委員 討議です。

○尾沢委員長 討議ですか。

○土光委員 はいはい、これは議会基本条例で定められています。

○尾沢委員長 議員間の討議が、今必要だということで。

○土光委員 はい、そういう場があってもいいんではないか。今、そういう場として発言

をしたいというふうに言ってるんです。

○尾沢委員長 土光委員、今、動議として上がってるのは、今度また議運のほうでそのよ

うに諮っていただくようにして、今後どうするかということにさせていただきたいと思い

ます。

土光委員。

○土光委員 私、動議とかそんなこと言ってませんよ。

○尾沢委員長 討議でしょう。

○土光委員 動議と議員間討議は違うでしょう。

○尾沢委員長 だから、議員間討議というのは、この場では規定はされておりませんので、

こういった場に向かっての議員間討議がやるのかどうかっていうのは、これは、議運のほ
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うで諮っていただくということにさせていただきたいと思います。

土光委員。

○土光委員 つまり、議員間討議をするというためには、それをしようという動議が必要

で、それをどう扱うか、それは改めて議運でその辺を整備する、そういう考え方だという

ことですか。

○尾沢委員長 稲田委員。

○稲田委員 議会運営委員会のほうでということがありましたので、その時期を待っても

よいですが、ここの整理にお役に立てばと思って発言をさせていただきたいと思います。

まず、その動議とは、多分、土光委員が発せられてないと思いますので。

○尾沢委員長 ないです、失礼しました。

○稲田委員 この場で動議というものは一切発生していないということをまず確認させ

ていただきたいと思います。議員間討議という言葉が確かに議会基本条例にございますが、

どの場面でする、あるいは、してはいけないという明確な規定はないように記憶しており

ます。ただ、今、この時間ですね、要は、議員の採決に向けての討論が終結、先ほど委員

長がもう終結と宣言されておられますので、その討論で主張した内容に対する質疑あるい

はそれを踏まえた議員間の討議という行為は、この時間帯、いわゆる８人がもう全部主張

して委員長が終結としたこのタイミングでは、その議員間討議が生じる余地はないのでは

ないかと思っておりますので、この後は、採決に入られることが妥当であると思っており

ます。以上で終わります。

○尾沢委員長 私の不用意な発言があったかと思いますが、冒頭に申し上げました、土光

委員からの意見についてはお受けできかねるというふうに最初に申し上げました。さらに

その上で、基本条例を持ち出して、土光さんのほうからの御意見がありました。しかしな

がら、やはり、ここでは我々のルールに基づいて、これより採決をいたしたいと思います

が、それでよろしいでしょうか。

土光委員。

○土光委員 一言いいですか。今、稲田委員が言われたように、今のこの審議のやり方、

質疑して、採決を前提で討論して採決、その流れで今やっていると思います。それは、お

っしゃるように、その流れで事が進むと、議員間討議する場がないんですよね。でも、一

方では、議会基本条例で議員間討議は必要だよというのはうたってるわけです。だから、

その辺は、今この場で結論出せるわけじゃなし、原発の特別委員会でそれを議論する場で

ないということは分かりますので、そういったことは改めて委員長からも、議運にこうい

たっことに関して、議員間討議、どういう位置づけでどういうふうにすればきちっとでき

るかというのは問題提起して、議運で、これを議論していただくということを要望します。

○尾沢委員長 そういたしますと、これより採決いたします。

陳情第１００号、島根原子力発電所の稼働の是非に関する様々な諸課題を議会として意

見聴取・論点整理・議論し、その内容を市民にわかりやすく情報提供をすることを求める

陳情について、この陳情について採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…石橋委員、国頭委員、土光委員〕

○尾沢委員長 ありがとうございます。賛成少数であります。よって、本件は、採択しな

いことに決しました。
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次に、先ほど不採択と決しました陳情第１００号について、委員会審査報告に記載する

意見の取りまとめを行います。

採決結果の理由につきましては、先ほど各委員から出されました御意見を正副委員長に

おいて集約いたしまして、各委員に御確認いただきたいと思います。それでよろしいでし

ょうか。

〔「異議なし」と声あり〕

○尾沢委員長 異議ありませんので、そのようにさせていただきます。

河合様、本日はどうもお越しいただきましてありがとうございました。

〔河合参考人退席〕

○尾沢委員長 次に、陳情第９８号、鳥取県内に放射性廃棄物の最終処分場を建設させな

い議会決議のための陳情書を議題といたします。

本陳情の賛同議員であります石橋議員に説明を求めます。

○石橋賛同議員 この最終処分場を建設させない議会決議の陳情ということですけれど、

今、政府は地層処分ということを言っています。核廃棄物を地下６４０メートルですかね、

違うか、３００メートルのところに埋めるという計画で。全国で、科学的な適地のマップ

というのが発表されて、その中で、各地域での政府の交渉が続いております。そして、北

海道の２つの町が手を挙げられたというところがあります。

この地層処分ということについては、日本で地層処分をするということについては、大

変危険であるというふうに私も思っております。世界では、フィンランドで、洞窟に深く

横穴を掘っていって、地層処分をしているフィンランドのオンカロというのがあります。

これは、地下４００メートルに廃棄物を埋設すると。そして、１０万年にわたって保管す

るという試みです。１０万年、放射能の影響が減少し消えるのに１０万年、いや、それ以

上かかるというふうに言われているので、１０万年にわたって保管するという、そういう

ことになっていますが、このオンカロというところは、過去２０億年にわたって岩盤が破

損していないということが明らかになっている、とても日本にはないような頑丈な岩盤で

す。それに比して、日本では、それに対するような頑丈な岩盤はありません。政府が発表

してます火山があって影響があるとか、断層があるとか、隆起があったというような適切

でない場所っていうのがマップで記されていますけれど、それ以外でも地震は起こります

し、火山もまだ、どこが爆発するか分からないという状況もあります。その中で、地層処

分そのものというのが大変問題があるというふうに思っています。

鳥取県でいえば、適切ではないというところが、ほぼ鳥取県はほとんどなんですが、そ

の中でも、この陳情書にあるような何か所かは可能性があるということになっています。

そして、ここに書かれていますように、人形峠が一つの埋設の試験研究というのを始める

ということになっているというふうに報道もされています。そんな中で、鳥取県は、その

処分場を引き受けるということをしないでほしいということが、この陳情書の趣旨です。

鳥取県でなきゃいいのかっていうことではなくて、他の県でも駄目なんですけど、やはり、

それは、その地域の人が自分のこととして考えて、本当にそういうものを造っていいのか

どうか、自分の地域では少なくとも引き受けない、そういうことなんだというふうに考え

ます。

日本は、安全なところはないと言いました。ちょっと、中国地方とか九州、四国のほう
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でいうと、島根原発も、ほんの危険なところをちょっと外れてますけど、すぐ近くに大き

な活断層があります、宍道断層です。伊方原発もやはりそうですし、川内原発もそうです。

そういう意味でいうと、原発そのものが危ないところに建っているんですけれども、それ

は横に置きましても、その地層深くと言っても３００メートルはあまり深くないですけど、

掘って埋めていくという、その処分はとても危険だと。それは、鳥取県は引き受けないで

くれという意見をぜひ尊重して採択していただきますように、これが賛同の弁です。以上

です。

○尾沢委員長 賛同議員の説明は終わりました。

賛同議員に対する質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 ないようですので、賛同議員に対する質疑を終結いたします。

そのほか質疑はございませんか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 この２０１９年８月１９日の報道を受けて、人形峠環境技術センターで行

われるウラン廃棄物の処理・処分に係る研究について、９月以降に平井鳥取県知事と日本

原子力研究開発機構とのやり取りがあったと思いますが、その内容について御説明いただ

けませんでしょうか、当局のほうに伺いたいと思います。

また、さらに現在、県内に放射性廃棄物の最終処分場、建設するような動きが実際にあ

るのかどうなのかお教えください。

○尾沢委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 すみません、９月の知事と理事長とのやり取りにつきましては、もし今御

用意されてないようでしたら回答が難しいかと思いますので、後半の部分、実際に県内の

廃棄物の最終処分場の建設をするような動きにつきまして、どのような状況なのかお教え

いただければと思います。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 県内についてということでよろしかったでしょうか。

そういった動きはないものと承知しております。以上です。

○尾沢委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ありがとうございます。

○尾沢委員長 ほかに質疑はございませんか。

土光委員。

○土光委員 まず、この放射性適地マップというか、これが公表された後、その頃だとは

思いますけど、これは経産省か資源エネ庁か、いわゆるＮＵＭＯか、ちょっと分かりませ

んが、いわゆる自治体説明会というのを何回か全国各地でやったと思います。米子市も、

どこかにその説明会、参加していると思います。これに関してどんな説明があったのか、

米子市はそのときどういう対応をしたのかというのを説明お願いします。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 ＮＵＭＯの説明会の概要についてということですけ

れども、この説明会につきましては、もっと一般的な話としまして、地層処分の概要であ

ったりとか、あとは科学的特性マップに基づいて、現在、この受入れ自治体を探している
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といったところであったりとか、そういったところについて一般的な質問があり、それに

関して参加者同士で意見交換を行ったというような説明会でございました。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 それから、あと、米子市の考え方をお聞きしたいと思います。この高レベル

放射性廃棄物、どこにするかということで、国はいろんな説明したりいろんな動きで今、

北海道の寿都町とか神恵内村で手を挙げて文献調査が行われてる。要はどこの候補地にす

るかというのは、今は手挙げ方式と、それからもう一つは、国からどうですかというふう

な意向がある。両方の形で今進められていて、北海道の２つの町は、それに応じて今文献

調査が進んでいる。もう一つは、この放射性適地マップというか、米子市自身は適地とい

う部分はないのですが、一度ＮＵＭＯに聞いたことあるんですけど、この放射性マップで

適地と言われないところは、基本的に高レベル放射性廃棄物最終処分場としてはもう考え

ないのかというふうに確認したら、必ずしもそうでない。だから、ある意味で、米子市に

対して国からどうですかみたいな打診があるかもしれない。それから、米子市自身の判断

で、すごくある意味でお金が出ますから、米子市の判断で手を挙げるという、可能性とし

てはもちろんゼロではない、これはもちろん一般論です。今の米子市の考え方を聞きたい

のですが、この処分場の候補地として米子市から手を挙げるとか、国から打診があったと

きにそれなりに応ずる、そういった可能性はあるのか、それとも、そういうことは一切な

いというふうに断言できるのですか、どちらですか。

○尾沢委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 先ほどの候補地の決定に至る過程の中で、本市にそういった話が

あった場合どうするかということについては、仮定の話になりますので発言は控えさせて

いただきますが、処分地の決定に至る手続につきましては、最終処分法第４条第５項に基

づきまして、概要調査地区等の所在地を所轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き

まして、これを十分に尊重されるものと私ども考えておりますので、現時点ではそういっ

た話はございませんので発言のほうは控えさせていただきますが、いずれにしましても、

市町村長の意見を十分に聞いていただいて、それを尊重されるということでございますの

で、そういった対応になろうかと思います。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 仮定の話と言われて答弁できないと言われると、こっちも困るんですが、じ

ゃあ、聞き方変えます。国から打診があった場合どうかというのは、仮定の話ということ

で今答えられないという答弁だった。逆に、手挙げ方式もあるので、少なくとも米子市か

ら手を挙げるという考えは、今全くないというふうに断言できますか。

○尾沢委員長 永瀬市民生活部長。

○永瀬市民生活部長 大きくいうと環境政策の分野ということで、ふだんは米子市として

は一般廃棄物処理の担当しかしてないんですけど、そういった話があったというところで

の御質問ですので、大きく受けさせてもらって御答弁しようと思うんですけど、今の段階

で、米子市としてそういったことを検討した過程は一切ございませんので、そういった方

向について議論してるわけではございません。以上です。

○尾沢委員長 そういたしますと、質疑をこれで終結いたします。

これより討論に入ります。
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採決に向けて、委員の皆様の御意見を求めます。

次は、国頭委員のほうからまいります。

国頭委員、御意見を。

○国頭委員 非常に悩ましい陳情だと思います。高レベルの放射性廃棄物、日本国内では、

やっぱり、造るということですけども、先ほど出てたオンカロ並みの強固な地盤というの

は、私も日本にはなかなか難しいんではないかなと思っております。かといって、福島の

ものをそこだけにとどめておくっていうこともどうかなという思いもありますけども、趣

旨は非常に理解できるということで、趣旨採択ということでお願いします。

○尾沢委員長 そういたしますと、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 私は採択でお願いします。

この核のごみの処分の問題というのは、原発の稼働について、ひょっとしたら稼働せん

といけんかと思ってる人でも、大変危ないなとか、どうなるんかなと、ごみの始末もでき

ないものを動かすのは、それでも、やっぱりいけんわいなという意見が多いわけです。こ

の地下処分については、日本は、本当にあり得ないというふうに思ってます。そういう意

味で採択を主張します。

○尾沢委員長 次に、矢田貝委員。

○矢田貝委員 私は採択しないという意見を言わせていただきたいと思います。

先ほど当局に質問させていただいたところの部分なんですけれども、この報道を受けま

して、鳥取県平井知事が、９月２１日に日本原子力研究開発機構の理事長宛てにウラン廃

棄物の処理・処分に係る研究についての照会をされました。そこで、この埋設実証実験等

が最終処分ではないものとすること、また外部から放射性廃棄物を持ち込まないこととい

うことについて、１点目にございまして、その回答が９月の２７日にあったということで

承知しております。その中に、ウラン廃棄物の最終処分を行うものではありませんと明確

に回答があり、また、なお、本研究の試験に使用するウラン廃棄物は同センターから発生

したもののみとし、他所から持ち込むことはありませんという回答があったようでござい

ます。また、同年の１２月２５日には、鳥取県三朝町とも、この三者間で環境安全等に関

する協定書と覚書を締結をされているというふうに認識をしておりますので、現時点で、

議会決議としての議論にはそぐわないと考えておりますので、不採択を主張します。

○尾沢委員長 戸田委員。

○戸田委員 この問題については難しいんですけれども、不採択を主張します。

この陳情書についての意見ですけれども、核廃棄物については最終処分をしなければな

りませんし、その最終処分場の確保は、これは必要不可欠であろうというふうに考えてお

ります。しかしながら、この最終処分場の建設立地については国の責務でありますので、

国のそうした事務手法の動向について、私は見定める必要があるというふうに考えており

ます。以上をもちまして、私は採択をしないということを主張します。

○尾沢委員長 ありがとうございます。

中田委員。

○中田委員 経過については、先ほどありましたとおり、私も同様の承知をしております。

それと、先ほどもちょっとやり取りの質問の中であったと思いますけど、科学的特性マッ

プにおいても、適地ではないということも含めて、答弁であったように、こういうのをす



－13－

るかしないかの議論さえされてない状況だと承知しております。そういうことも踏まえて

この陳情を見たときに、鳥取県内に建設させないという陳情になっております。制度から

見て、米子市が独自にそのことを議論するような立場にあった話も、先ほどそういうこと

はないということでしたけれども、これは米子市の持つ自治権を越えた話だと私は理解し

ておりまして、これを米子市議会で議決するということについては同意できないという理

由から、採択しないを主張させていただきます。

○尾沢委員長 次に、稲田委員。

○稲田委員 私も採択しないを主張いたします。理由を簡潔に述べます。

先ほど中田委員がおっしゃられたことと重複いたしますが、要は、ここ、米子市議会で

ございますので、米子市のことは我々が、我々がというか、我々に与えられた議案等を審

議すればよいのですが、これは鳥取県全体、要は、他の市町村も含めてという部分は、私

は違和感を覚えます。ということで、その点と、それから、あとは将来を、米子市の考え

方の将来どこかの部分までを拘束するような趣旨も含まれるのではないかと思います。こ

の陳情の内容に限らず、いたずらに将来の何かを拘束してしまうような趣旨を持たせる、

あるいは我々がそのような行為を行うのは、どこまで容認されるのかということもありま

す。したがって、要は、いたずらに長期間拘束するようなものはやめたほうがいいのでは

ないかということなんですが、その２点をもって採択しない、不採択を主張します。以上

です。

○尾沢委員長 次に、奥岩委員。

○奥岩委員 不採択でお願いいたします。

先ほど中田委員と稲田委員もおっしゃったんですが、我々、米子市議会の特別委員会で

ございますので、こちらのほう、本議会になじまないと考えますので、不採択でお願いい

たします。

○尾沢委員長 次に、土光委員。

○土光委員 趣旨採択を主張します。

基本的な考え方というのは、米子、この地にというか、高レベル放射性廃棄物処分場は

駄目だという意思表示、今、そういった検討も話も何にもないという段階だとしても、議

会としてもそういう意思を示すというのは重要だし、意味があることだと思います。ただ、

先ほど指摘があったように、この陳情が鳥取県内にというふうに言っているので、米子市

議会として、それ以外のところまでも含めて建設させないというのは、ある意味で、ちょ

っと言い過ぎかなと思うので、米子市としての、ただ、隣の県とか米子市以外でも、鳥取

県内にそれができるというのは、米子市にとっても大きな影響があるということは確かで

す。だから、そういった意味で米子市の意思表示としてこういった考え方を示す。ただ、

鳥取県内にというふうに言い切るのはなかなか私も難しいと思いますので、そういった意

味で趣旨採択を主張します。

○尾沢委員長 ありがとうございます。

討論をこれをもって終結させていただきたいと思います。

先ほど趣旨採択という意見がありました。採択される御意見が１名と、趣旨採択が２名

ということでございまして、趣旨採択が採択より多いために、趣旨採択で諮ることにいた

したいと思いますが、よろしいでしょうか。
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これより採決いたします。

陳情第９８号、鳥取県内に放射性廃棄物の最終処分場を建設させない議会決議のための

陳情書について、趣旨採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

（「ちょっと委員長いいですか、委員長、議事進行、いいですか。」と土光委員）

○尾沢委員長 はい、どうぞ。

○土光委員 何と何を諮るんですか。それを示してもらわないと、どこに手を挙げていい

か…。

○尾沢委員長 趣旨採択と不採択です。よろしいですか。

それでは、趣旨採択に賛成の委員の挙手を、はいはい、どうぞ。

中田委員。

○中田委員 先ほど委員長のほうから採択の人と不採択の方がいらっしゃったというこ

ともありましたよね。

○尾沢委員長 はい。

○中田委員 それで、現に不採択が２名、採択が１名だったとすると、諮り方は趣旨採択

と不採択だけを諮るというのは、委員長の議事進行の上ではいかがなものかと思います。

その採択を主張した人がそのまま採択でいくのであれば採択から諮って、それで不採択で

同調して不採択に考えを変えるのであれば、採択と採択しないを諮るのはいいとは思いま

すけども、まずは採択するという人と、趣旨採択と言う人の意見を確認されたほうがいい

んじゃないですか。あくまでも採択と趣旨採択がそれぞれ意見が変わらないということで

あれば、そういう諮り方をされなければいけないんじゃないですか。

○尾沢委員長 そういたしますと、御意見参考にさせていただきまして、趣旨採択の意見

のある場合は、まずは本陳情の採択を普通確認いたしますが、趣旨採択のほうから先に確

認をするようにということが書いてありますので、まず趣旨採択が少数であれば、もう採

択、もう一度採択という方向にして、多数なのか少数なのかということにさせていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。よろしいですか。

趣旨採択という御意見がございますので、まず本案件に対しての趣旨採択を主張される

方の挙手を求めま……。

石橋委員、どうぞ。

○石橋委員 趣旨採択の数を確認されて、趣旨採択が成立しないとなったら、次は、採択

か不採択かで決を採られるわけですね。

○尾沢委員長 はい、そうです。そのようにさせていただきたいと思います。

趣旨採択という御意見の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手…国頭委員、土光委員〕

○尾沢委員長 結構です。

趣旨採択少数でありますので、採択を主張される方、再度お手上げをお願いいたします。

〔賛成者挙手…石橋委員〕

（「採択か不採択かで今。」と土光委員）

（「そうです、そうです、そうです。」と石橋委員）

○尾沢委員長 採択が少数でございますので、本件は採択しないことに決しました。

大変に時間をかけて申し訳ございませんでした。
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そういたしますと、陳情第９８号についても不採択と決しました。

委員会審査報告書に記載する意見の取りまとめは、採決結果の理由につきまして、先ほ

ど委員から出されました御意見を正副委員長において集約して、各委員に御確認いただき

たいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と声あり〕

○尾沢委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。

次に、陳情第９９号、放射性廃棄物を生む原子力発電の停止を求める意見書提出に関す

る陳情書を議題といたします。

本陳情の賛同議員であります石橋議員に説明を求めます。

○石橋賛同議員 原発の再稼働について私は反対の立場なんですけれど、反対の理由の大

きな２つが、一つは原発がもし事故を起こした場合のその影響の大きさ、広範囲に及ぶと

いうことと、あるいは子々孫々まで遺伝子に影響していったりする。そして、その放射能

の影響がなくなるまで１０万年かかる、いや、それ以上かかると言われてるその甚大な影

響、ちょっとほかのことでは考えられない大きな影響があるということが一つ。

もう一つの大きい理由が、この核廃棄物の処理という問題が大変困難だということです。

廃棄物はまだ確定していないんですけど、どう処理をする、どこに処分場を造るっていう

のが確定していないんですけれど、今、稼働している原発もありますし、これから再稼働

しようとしている原発もあります。でも、この安全に核廃棄物の処理ができるということ

が分からないままに稼働させるっていうことについては、本当にとんでもないことである

というふうに思いますので、この陳情については採択を求めます。以上です。

○尾沢委員長 賛同議員の説明は終わりました。

賛同議員に対する質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 ないようですので、賛同議員に対する質疑を終結いたします。

そのほか質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○尾沢委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

採決に向けて、委員の皆様の御意見を求めます。

まず、戸田委員のほうから。

戸田委員、お願いいたします。

○戸田委員 第９９号の陳情書についてですが、今の陳情事項については、原子力発電所

をゼロに明記しというような、エネルギー転換を図っていくという内容でございます。し

かしながら、今、原子力発電政策については、国においてもエネルギー政策並びに地球温

暖化防止対策について必要不可欠であるというような議論がなされておるところでござい

ます。そういうふうな中で進めていかなければならない事業であろうというふうに私は思

慮をいたしております。また、再生可能なエネルギーへの転換についてでございますが、

これも国において今の重要施策として再生エネルギーへの変換というふうな位置づけも掲

げておられますので、その辺のところも十分に思慮をすべきであろうというふうに私は理

解しております。したがいまして、この陳情については採択しない、不採択を申し上げま
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す。

○尾沢委員長 ありがとうございます。

続いて、矢田貝委員、お願いいたします。

○矢田貝委員 私も採択しないという意見でございます。

国のエネルギー基本政策において、原子力政策はいかなる事情よりも安全性を全てに優

先させ、私たち国民の懸念の解消に全力を挙げるという前提がございます。原子力規制委

員会により、世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合にのみ再稼働

を進めているという現状、そして、稼働に当たっては国も前面に立って立地自治体等との

関係者の理解と協力を得るための取組も進められていると私自身は認識をしております。

そして、またですけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けての放射性廃棄

物の処分の問題、また原子力発電の運転に伴い発生する放射性廃棄物の課題についての理

解、その課題があることは理解しているつもりでございますけれども、しかし一方で、私

はエネルギーの安定供給へ向けた議論というのは、国が責任を持って進めているものであ

りますし、２０５０年カーボンニュートラルを目指す上でも、安全の確保を大前提に、安

定的で安価なエネルギーの供給確保は大変重要なことだと考えておりますので、本陳情に

対しては不採択を主張いたします。

○尾沢委員長 続いて、石橋委員。

○石橋委員 気候変動とか温暖化という意味で原発は必要なのだという意見も先ほどか

ら述べられております。しかし、これとはまた、原発の危険というのは異質なものだとい

うふうに思います。気候変動に対して急いで対応する必要があるというのは、私も大体主

張しているところですけれど、だからといって原発を動かしていいという理由にはならな

い。先ほども言いましたけど、原発には、もし事故になったときに、ほかのものと違った

大きな影響があります。安全性第一でっていうふうに先ほども言われましたけど、内閣府

は安全第一を前提にということを言いながら、原発で２２％のエネルギーを引き出すんだ

というふうに、それを目標にしています。これはやはり安全性第一というなら、過酷事故

が防げないと言われる今の原発、動かすべきではないと思います。福島の現状を見ても、

事故が起こったときに収束すらなかなかおぼつかない。この問題にやはり目を塞ぐべきで

はないというふうに思います。それが大きな理由です。

エネルギーは安定的で安価じゃないといけないということですけれど、原発というもの

をベースロード電源にしているわけで、エネルギー政策の中で原発の占める割合が大きい

わけです。その枠組みがある中で、自然エネルギーの開発とか発展というのが抑えられて

いるという現状の政策がありますし、原発をベースロード電源だというのを変えて、方向

を変えて、そして自然エネルギーがもっと開発できるようにし、そしてその予算もつぎ込

むようにすれば、即石炭火力を廃止できるとかいうふうには言いませんけれど、でも十分

にエネルギーは足りるということがあるというふうに思います。その地域の特性に合った

自然エネルギー、伯耆町なんかでは水力発電で町内を賄う電気は発電しておられます。そ

ういうものは、日本の中には資源があると思います。原発をやめて、今そこに注いでいる

税金の投入とかを自然エネルギーが発展するような方向に切り替えていくべきだと。何よ

りそれは、原発の事故が起こったときに命さえ危険がある。そして、福島のように、全部

ではないですけど、まだ二十数％しか人が帰れてない町があるんです。１０年以上たって
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まだ避難生活で、安定した生活を送れない人が４万人以上いるんです。そんな事故は起こ

すべきではない。それならば、原発はやはり止めるべきだというふうに思います。その放

射性廃棄物を含む原子力発電の停止を求めるというのは、処理のことだけではなくて、や

はり放射性のもたらす被害の大きさ、それをやっぱり第一で考えるべきだというふうに思

います。なので、採択を求めます。

○尾沢委員長 次に、国頭委員。

○国頭委員 私は採択でお願いしたいと思います。

先ほどから出てるように、やっぱり原発をベースロード電源としてる限りは、なかなか

再生可能エネルギーも進んでいかないじゃないかなと思っております。そういう面では、

期限を切って、すぐにとは言えないけど、期限を切って原子力をゼロとするような計画を

つくっていかないといけないと思っておりますので、採択ということでお願いしたいと思

います。

○尾沢委員長 次に、土光委員。

○土光委員 採択を主張します。

理由は２つで、一つは、これは陳情にありますように放射性廃棄物を生む原子力発電、

原子力発電はもう当初からトイレのないマンションというふうに言われてて、運転すると

放射性廃棄物が出ることは分かっていたけど進めていたというのが、もう１９６０年代か

らです。その結果、今、使用済み核燃料がいっぱいある。これからもさらに増やそうとし

ている。それは、一部に原発は発電時にＣＯ２を出さないから環境に優しいと言われてま

すが、１００万キロワット級の原発が１年間稼働すると、広島の原爆の３,０００発分の放

射性廃棄物を生みます。そういったものを認めるというのは、私はあり得ない。ＣＯ２は

ＣＯ２の問題できちっと考えればいいというふうにまず思います。

それから、もう一つは再エネを、だからあらゆるいろんな意味で再エネを進めるべきで

す。実は、原発にしがみついてるから再エネがなかなか進まない。逆に言うと、原発を廃

止すれば、これをやめれば人とかお金とか物、全てそちらに集中できます。今、再エネが

なかなか進まない大きな理由の一つは、原発政策にしがみついているからです。そういっ

た意味でも原発をきちっとやめて、それこそ文字どおりＣＯ２を出さない再エネに力を注

ぐべきということで、ぜひ採択をしていただきたい。採択を主張します。

○尾沢委員長 続いて、奥岩委員。

○奥岩委員 不採択でお願いいたします。

国会、内閣総理大臣、経済産業大臣さんに意見書を出していただきたいということで読

まさせていただきました。先日の全員協議会の勉強も踏まえて改めて勉強し直させていた

だいたんですが、先ほど来から各委員の方々が申し上げておられましたとおり、現時点で

のこの国におけますエネルギー政策というものを考えたときに、意見書にあります早急に

原発ゼロを実現しっていうようなお願いがあるんですけど、現時点で我々島国、資源も限

られておりますので、電力供給、安定供給、ベースロード等々鑑みたところ、エネルギー

庁、先日の御説明にありましたとおり、現時点では必要なものと考えております。以上で

す。

○尾沢委員長 続いて、稲田委員。

○稲田委員 採択しない、不採択を主張いたします。
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まず、この原子力政策そのものに反対の御意見でこの陳情を出されているものと推察い

たしますが、お考えはお考えとしてですが、ただ、要は原子力発電所をゼロを明記という

ことを我々が果たして訴えていいものかどうか。訴えとしては存在することは分かるんで

すけれども、本当にこの国のエネルギーどうするのかという話、代替案と申しますか、エ

ネルギー政策そのものを考えていく上で、この陳情にはその代替案が明確に、自然エネル

ギーですか、書いてはございますが、じゃあそれをどういった形でやっていくのか。国の

政策もせんだっての説明の中では、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス等々で内訳等

も書いてますし、国が全く考えてないわけではなく、１００とゼロでやっていくと、いつ

までたっても平行線なのかなと思います。したがって、まず代替案も欲しいですし、明ら

かな否定形から入っているものに対して、私はこの日本のエネルギー政策を考えた場合に、

これを積極的に採択していこうという理由が見当たりませんので、不採択といたします。

以上です。

○尾沢委員長 続いて、中田委員、お願いします。

○中田委員 結論としては、私も採択しないです。

先ほど来、るるこれに賛同される方の御意見も聞いておりますが、安全性に人それぞれ

の許容範囲の受け止め方に差異があることは承知しております。そこの受け止め方で、先

ほど稲田委員も言われたように、これは推進に反対、原発には反対の方の陳情だと受け止

めておりますけれども、先ほどの原発ゼロに期限を切らないと、要するに原子力発電をベ

ースに捉えて考えると、再生可能エネルギーは進まないんだという一つの考え方が先ほど

述べられましたけど、私はその論とは同じものではありません。エネルギー開発の開発主

体というのはそれぞれ事業体が違いますので、例えば再生可能エネルギーの開発主体が

様々なエネルギーを考えるっていうのは、それはそれで大いにすれば結構ですし、そうい

う政策を国がエネルギーの将来性に向けての政策としてするかしないかは、そこはまた求

めるところが違うと思っております。そういった今の状況の中で、現在のエネルギーの構

成状況から判断すれば、たまたま今の生活が足りているという論もありますけど、私は非

常に不安定な状況だと思っておりまして、今のエネルギーの構成からいけば、私は原発を

直ちにゼロにするということは不可能と考えております。したがって、これは同意しかね

るということから採択しないを主張します。

○尾沢委員長 ありがとうございます。

これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

陳情第９９号、放射性廃棄物を生む原子力発電の停止を求める意見書提出に関する陳情

書について、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…石橋委員、国頭委員、土光委員〕

○尾沢委員長 賛成少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。

次に、先ほど不採択と決しました陳情第９９号について、委員会審査報告書に記載する

意見の取りまとめを行います。

採決結果の理由につきましては、先ほど各委員から出されました御意見を正副委員長に

おいて集約いたしまして、各委員に御確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と声あり〕
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○尾沢委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。

原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を暫時休憩いたします。

午前１１時２２分 休憩

午前１１時２４分 再開

○尾沢委員長 それでは、原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を再開いたしま

す。

島根原子力発電所２号機に係る原子炉設置変更許可後の市の対応について、当局の説明

を求めます。

大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 そういたしますと、私のほうから御報告いたします。報告資料は

資料１、設置変更許可後の市の対応についてと、あと資料２、安全協定改定に係る中国電

力との協議状況、そのほか参考資料といたしまして、安全協定の条文と運営要綱、こちら

を配付してございます。

そういたしますと、資料１を御覧ください。令和３年９月１５日に島根原発２号機に原

子炉設置変更許可があったことを受けて、住民説明会を開催してございます。また、安全

協定の改定につきまして、県、米子市、境港市と中国電力による安全協定改定に係る協議

会を再開したところでございます。

これまでの経緯でございますが、中国電力から平成２５年１１月２１日に島根原発２号

機の新規制基準適合性審査申請に係る事前報告がございました。これを受けまして、同年

１２月１７日、事前報告に対する最終的な意見を留保し、条件を付した上で、最終的な意

見は、審査結果についての説明を受け、議会、県安全顧問の意見を聞いた上で提出すると

回答したところでございます。

次に、市の対応でございますが、９月１５日に中国電力から審査合格の報告を受けてお

ります。その際に、審査内容について住民や議会等への丁寧な説明の要請をするとともに、

安全協定の改定協議会の再開等について要請を行ったところでございます。

次に、プロジェクトチーム会議でございますが、同日、知事、両市市長による会議を開

催しております。この会議でもって今後の対応について、中国電力への回答につきまして

は、住民及び県原子力安全顧問の意見をよく聞いた上で議会とも協議し、県、両市が緊密

に連携を取り、対応していくといったことなどを確認しております。

次に、知事、両市市長による現地視察でございますが、１０月６日に実施しております。

次ページを御覧ください。県原子力安全顧問による検証結果でございます。内容につい

ては、（１）の分野別の総括のとおりでございますが、全体の総括といたしまして表の下段

に記載してございますが、島根２号炉について、専門的観点から抽出した論点に対する適

切な対策が講じられていること、安全確保に必要な対策が講じられていることを技術的に

確認したと総括されております。

次に、顧問会議の意見につきましては、中国電力に対しまして、引き続き最新の知見を

適切に取り入れて安全性向上に努めること、あるいは地域住民に安心していただけるよう、

原子力安全文化の醸成に努め、住民等への分かりやすい説明と積極的な情報公開を行うこ

とを求めるといった意見が寄せられております。

次に５番でございますが、御覧のとおり、県、両市の職員が説明を受け、質疑を行った
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ものでございます。

次ページ、３ページ目にお進みください。次、住民への説明でございます。県、両市の

主催の住民説明会の開催日程、場所、内容については、御覧の表のとおりでございます。

１０月２４日、米子会場を皮切りに、計５回開催しております。また、中国電力主催の住

民説明会でございますが、２回、こちらも開催しております。

次に、７番でございますが、米子市原子力発電所環境安全対策協議会への説明でござい

ます。１０月１８日には現地視察を行っておりまして、１１月８日の会議におきましては、

国と中国電力から住民説明会と同様の内容で説明を受けております。

次のページにお進みください。１１月２２日の会議では、県原子力安全顧問から検証結

果について説明を受けております。

次に、改定協議会の開催でございます。１０月５日、県、両市及び中国電力による改定

協議会を再開いたしまして、県、両市が立地自治体と同等の文言への改定を求める４項目、

事前報告、現地確認、意見提出、核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡、この４項目

について協議を開始したところでございます。御覧のとおり、現在３回開催されておりま

して、第３回目の改定協議会においては、４項目のうち２項目につきまして協定を改定す

ると回答があったところでございます。また、原子力防災財源への協力につきまして、一

定の継続性を持った仕組みとする方向で協議を行うと回答をいただいております。

次、資料２のほうにお移りください。こちらは安全協定改定に係る中国電力との協議状

況でございます。先ほど申し上げましたとおり、表の４項目について改定を求めておりま

して、現在のところ２項目について回答を受けております。項目第２番目の回答でござい

ますが、鳥取県については立入調査に改定すると。米子市及び境港市は、発電所に立ち入

って確認いただくこととする。さらに、鳥取県原子力安全顧問については、立入調査を実

施いただくこととするなどの回答をいただいております。また、項目の第４につきまして

は、こちらのほうは立地自治体と同様で、詳細な情報についても連絡させていただくこと

とするといった回答をいただいております。なお、残りの２項目につきましては、中国電

力においてただいま鋭意検討中でございます。私からの報告は以上です。

○尾沢委員長 そういたしますと、当局の説明は終わりました。

委員の皆さんからの御意見等を求めます。

戸田委員。

○戸田委員 先ほどの陳情書の中にもあったんですけども、今の顧問会議意見の中で、住

民に対して分かりやすく説明と積極的に情報公開をして行うということの附帯意見が出て

くるんですけれども、当局は今どのようにその辺のこの意見を踏まえておられるか、その

辺ちょっと考え方を伺っておきたいと思う。

○尾沢委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 先ほど御説明いたしましたとおり、現状、住民説明会につきまし

ては、県、境港市と連携いたしまして、１０月２４日と１１月２４日に米子会場、１０月

３０日に境港会場にて説明会を実施しておるところでございます。それ以外にも安全対策

協議会のほうに同様の説明をしておりますし、本議会におきましても全員協議会で説明を

させていただいているところでございます。

現状の市の考え方といたしましては、参加数、こちらの推移、先ほど資料１に書いてご
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ざいますが、参加者数の推移から、説明会への参加を希望される方にはおおむね参加いた

だけたのではないかと考えてございまして、現在のところ同様の説明会の追加開催の予定

はございません。参考といたしましてですが、この説明会の様子につきましては、ホーム

ページ等で動画公開をしておりまして、そちらでいつでも確認していただけるような状況

になっております。以上です。

○尾沢委員長 戸田委員。

○戸田委員 それでるる説明をされたんですけれども、私が今思うのが、住民の方の位置

に立って分かりやすい説明ということを言っておられるんですよね。だから分かりやすい

説明というのは、その辺のところ市のほうで創意工夫されたのかどうなのか。相手側の、

説明者側の資料についてそういうふうな御意見を言って、分かりやすいような説明に改め

ていったのか、その辺のところを私、伺っておるんです。今、大事なことでしょ。陳情書

でそういうことを言っておられるわけですから。だから、資料について、同じような資料

ではなくて、そういう御意見があって、資料の改変をされて、ある程度分かりやすくステ

ップアップしてきたというような変遷はされましたかということを伺っておるんです。

○尾沢委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 資料の分かりやすい改変についてということでございますが、こ

ちらのほうは、国の機関及び中国電力が作られた資料でもって説明をしておられます。私

も住民説明会、何度か参加いたしましたが、住民の皆様方からもそういった分かりやすい

っていう要望はございまして、こちらとしましてもそこら辺の要望は国のほうに、立ち話

程度ですけどお伝えしたところでございまして、実際としては、そこら辺は資料としては

あまり変わっていないかなという印象なんですけれども、説明内容をなるべく分かりやす

く説明していただいてるんじゃないかなっていうのが、回数を聞くたびに感じたところで

ございます。以上です。

○尾沢委員長 戸田委員。

○戸田委員 私が申し上げたいのは、国の機関等々で説明会を開かれて、住民の方が参加

されて分かりにくかった。広報の、今ホームページ等でもされたけど、分かりにくいとい

う部分が私に寄せられるんです。だから、本市としてサブペーパーみたいなものを作られ

て、それで補完をするというような考え方なり、そういう講じていくという考え方はない

んですか。そこを伺っておるんです。

○尾沢委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 先ほど戸田委員の意見をいただきまして、今後そういったことも

検討してまいりたいと考えております。以上です。

○尾沢委員長 ほかに質問はありませんか。

土光委員。

○土光委員 今日の資料で、資料１の１枚めくった２ページ目ということになるかな、県

原子力安全顧問による検証というところに関して、（１）で分野別の総括とあります。これ

は県の原子力安全顧問は避難計画に関して、この分野別の中に避難計画のことがないので

すが、原子力安全顧問は避難計画のいわゆる実効性というか、その現状、これについて検

証、総括、それはされなかった、していないんですか。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。
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○戸﨑防災安全課危機管理室係長 今回の原子力安全顧問による検証につきましては、主

に資料のほうに書いてありますような原発の安全対策等についてやっていただいたものと

認識をしております。安全顧問の方、避難計画、防災等の専門の方もいらっしゃいますけ

れども、今回の確認については、そういった原発の安全対策がメインであったというふう

に承知をしております。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 これは避難計画の実効性というか、よく議論、問題になって、評価もある意

味で第三者的な視点でというのがいろいろ要望が、声があると思います。やはり原子力安

全顧問の中に１人防災関係の専門家が入っている、今言われたように入っています。だか

ら、市としても、避難計画自身は市が主体的につくっているものですよね。市としても、

ある意味で第三者的な視点、チェックという意味で、この県の原子力安全顧問に避難計画

に関しての評価、改善点、問題点というのはチェックしてもらうように、何らかのコメン

トをもらうように、チェックしてもらうようにというのは要望してもいいのではないかと

思うんですが、いかがですか。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 そういった要望を市のほうから県にお伝えするとい

うことについては、考えさせてはいただきたいと思いますけれども、そもそものこの避難

計画につきましては、緊急時対応ということで島根原発周辺地域全体の避難計画が策定を

されておりまして、これにつきまして内閣総理大臣を長とする原子力防災会議において、

それが原子力災害対策支援に照らし合わせて合理的であるということが確認されてはござ

いますので、ちょっとそういったところも踏まえながら、今後のこういった計画の検証に

ついては考えていきたいと思います。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 国の原子力防災会議でこれが合理的、具体的であると了承された、それは私

も知ってます。それを踏まえた上で言っています。やはり、この避難計画というのは第三

者的な視点でのチェック、評価が必要だと思います。安全顧問でそういった専門家も入っ

ている。これはそういうことを評価するために入ってもらっているのではないかと思いま

す。だから、防災会議でいろんな議論をされたことは知っています、分かっていますが、

それを分かっていますけど、やはりさらにこういったところにきちっと評価、チェックを

してもらうように市として要望するというのは、私は、先ほど検討するというふうな言い

方されましたが、ぜひこれはそういうことを要望していただきたいというふうに思います。

再度、答弁求めます。

○尾沢委員長 ちょっと待ってください。

佐小田防災安全監。

○佐小田防災安全監 今、土光委員さんがおっしゃいましたけれど、もちろん今この訓練

計画で実効性がある。ただ、これからもいろいろな新しい知見や、それから訓練などから

得た教訓などを反映しまして、これからも国等の意見を言いながら実効性を高めていきた

いと思っております。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 いや、私はこの避難計画、安全顧問に評価してもらうということを要望して
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はいかがですかということを、ぜひそうしていただきたいと聞いているのです。今のしゃ

べったことが何にもそれに関しては触れてませんよね。私のそういう要望を受け入れても

らえませんか。

○尾沢委員長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 土光委員の御意見は、そういう御意見があったということは県には伝えた

いとは思いますが、よく御存じのとおり、鳥取県原子力安全顧問会議というのは、基本的

には原子力規制庁での審査の状況とか、それらも踏まえた島根原発における安全対策の実

施状況とかを科学技術的な見地から検証するということで設けられた組織だというふうに

承知をしております。確かに防災へのつながりもあるということで防災の専門家の方もい

らっしゃいますが、限られたメンバーで本当にその防災計画の確認、認証ができるのかと

いうような限界といいましょうか、役割の問題もあると思います。そういう御意見があっ

たということは伝えたいとは思いますが、先ほど防災安全監も御答弁申し上げたとおり、

いわゆる技術認証認可とは違いまして、避難計画なり防災計画というのは、これは順次進

化していくというものであります。そういった過程の中で、仮に原子力顧問の方の御意見

を聞くような場面、それが有効だという場面があれば、そういった局面もあり得るとは思

いますけども、今の時点で国のほうでも確認いただいた緊急時対応、そしてその中身であ

る今の広域避難計画等について、改めて原子力安全顧問会議で今の時点で何か確認をして

いただくということの予定はありませんし、今それを県のほうと一緒になってやるという

考えはありません。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 米子市はいずれ島根原発稼働について、端的に言えば認めるか認めないか意

見を言うタイミングは来ますよね。どういう意見をするかというのは様々な、この様々な

ところから意見を聞く。その一つの中に原子力安全顧問による検証結果というのも非常に

大きな比重を占めていると思います。やはり稼働に関してどういうふうな対応をするかと

いうのは、技術的なこと、これも当然大事です。でもそれだけではなくて、むしろ住民の

大きな関心は避難計画、要は事故が起こるものとして想定しないといけないということで

すから、避難計画は本当にいざというときに役に立つのかどうかというのは大きな関心事

というのは、これは住民説明会でもよく御存じだと思います。そういった検証をここにも

依頼するというのは、私は非常に大きな意味がある。今、安全顧問の性格自身は、これ県

が設置してるので私も何とも言えませんが、もし今、避難計画の専門家が１人入ってる、

そういった検証をしようとするとしたら、１人ではなかなか難しいというふうにもし県が

判断、米子市が要望して、私の意見を伝えていただいて、県が判断すれば、それに対応す

るような人員を整えるということもできます。実際、新潟県ではそういうことをやってま

す。だから、住民の大きな関心事、稼働するかどうかに関しては避難計画のありよう、ど

ういう状況か、これというのは様々な視点からチェック、説明が要ると思います。それを

この原子力安全顧問に対して要望するというのは、私はしてしかるべきだと思うのですが、

今の意見ではする必要がないというふうにもう言ってしまわれたので、そこは私は承服し

かねますし、意見としてはちゃんと伝えていただきたいと思います。

○尾沢委員長 要望として受けさせていただいて、委員会の意見の、土光委員の意見とし

て記録には残しておいていただきたいと思います。
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（「私、まだ質問があるんです。」と土光委員）

○尾沢委員長 どうぞ。端的にお願いします。

○土光委員 ちょっと補足ですが、県から入ってる原子力防災に関する専門家、この方、

原子力防災専門研修とかやられて、講師やってるんですよね。そのときにかなり鳥取県の

この避難計画、実際現状を見に行って、いろんなコメントを出してました。だからそれは

大いに利用すべきと思います。ちょっとそれを補足です。

聞きたいことは、次の５番の検証プロジェクトチーム会議の開催。これってここに書い

てますけど、県、両市の職員が国とか中電にいろいろ質疑をした。これって要は職員が、

つまりある意味で住民の立場で、ちょっと言い方は悪いですけど、ある意味で素人の立場

でいろんな疑問点を聞いてやり取りした。私は非常にこれは面白い試みだったと思います。

これは市の職員も当然参加して、いろいろやり取りをされていますよね。これを４回全部

でやってますが、何か新たな発見、気づきというのはありましたでしょうか。もしあれば

紹介ください。

○尾沢委員長 大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 私も４回参加させていただきまして、住民説明会で市民の方が

様々な質問をされると同じような質問を各県、米子市、境港市の職員が質問したところで

ございますが、特に申し上げるような内容ではなくて、一般的な話をやり取りした上で認

識を深めていったということでございます。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 そうですか。ちょっと内容を期待していたのですが、分かりました。

それから、次のページの７番に関連する、いわゆる安対協、安全対策協議会に関してで

すが、まず一つは、米子市としての安全対策協議会はこの間、この一、二年全く開かれて

いないですよね。その代わりというのかどうか分かりませんけど、合同会議というのが２

回開かれて、これはここに１０月１８日、１１月８日書かれています。まず私これお聞き

したいのですが、この合同会議というのはどういう位置づけの会議ですか。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 位置づけとしまして、特に例えば条例なり何か規定が

あるかというと、そういった会議ではございませんで、米子市と境港市にそれぞれ安対協

がございます。こういった今の状況のような島根原発に関して動きがあった際に、鳥取県

の幹部の方、それから米子市、境港市、それぞれの安対協の委員に集まっていただいて、

いろいろと御意見を頂戴しているような協議会に、会議になります。以上です。

○尾沢委員長 土光委員。

○土光委員 そうですよね。これ多分、主催は県、実際内容を見ると知事を含めて県がこ

の会議の進行を仕切ってますから、県が主催の会議のように見えます。これの位置づけっ

て全然明確ではないんですよね。ただ、私これを開くことが不要だとか意味がないとかは

言いません、意見を聞く場ということで。ただ、これを開いたからといって、米子市の安

全対策協議会、これは要綱でちゃんと定められていて、そういったこれは正式、要綱に基

づいた会議、これを全く開かない、つまり合同会議を開いたから米子市の安対協がもう代

わりになるみたいな、そういう考え方は私はよくないと思います。米子市は米子市として、

ちゃんと中国電力の説明を聞く。避難計画のことは必要だったらやり取りをする。そうい
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った米子市としての安全対策協議会の運営というのは、これは必要だと思うのですが、い

かがですか。

○尾沢委員長 戸﨑防災安全課係長。

○戸﨑防災安全課危機管理室係長 安全対策協議会につきましては、市単独で島根原発の

視察を行っております。また、これまで二度、委員の御指摘があったとおりですけれども、

鳥取県、境港市と合同で会議を開催したところです。この開催の方法なんですけれども、

やはり広域住民避難計画等で鳥取県、それから境港市とは連携した対応が不可欠となりま

すので、こういった局面の中で合同で会議を開催しまして認識や意見を共有する、そうい

ったことを目的としてこの合同での会議というものを開いているところであります。米子

市単独でやるべきだという御意見かと思いますけども、これにつきましては単独で開催す

ることが有効な課題等につきましては、その具体的な内容にも応じて単独で協議会を開催

するということにはなるかと思いますけれども、今まで開催しました会議につきましては、

そういった考え方で開催をしているものでございます。以上です。

○尾沢委員長 よろしいですか。

土光委員。

○土光委員 やはり米子市は米子市として主体的に安対協もちゃんと運営してほしいと

思います。例えば、一つ言いますと、合同でやると当然人数多いですよね。時間は限られ

てますよね。なかなかやり取り十分できない、物理的に時間でできない。だから、やはり

必要なことをちゃんと議論する。それから、逆に安対協の委員になってる方の要望もきち

っと聞いて、それを基に米子市の安対協を運営する、そういったことは私は必要だと思い

ます。多分、現に安対協の委員から米子市としての安全対策協議会、これを開催してほし

いという要望が何件か出てるはずです。だからその辺はきちっと要望を聞いて、主体的に

考えていただきたいというふうに思います。

委員長、あと２点だけね、いいですか、続いて。

○尾沢委員長 ２点。２点とも言ってください。もう時間がちょっと許される時間がない

んで、すみません。

○土光委員 はい、分かりました。じゃあ２つ続けて言います。

一つは、この住民説明会、これは米子市も入った、県、両市主催ですね。これで、もち

ろんこれ動画で、ネットで見れる、そういったことはやられていて、これは評価したいと

思います。ただ、特に質疑の内容に関して、これはある程度文書の形でこういったやり取

りがあった、こういう質問があってこう回答した。もし補足だったら、そこで行政として

補足の説明資料を出す。そういった文書でまとめるということもやって、これを市民にホ

ームページ等で示す。これは必要ではないでしょうか。動画を見れるというのは非常にい

いんだけど、逆に全部見ないとやり取り分からないので、やっぱり簡潔にどういったポイ

ントかというのを知る有効な方法で、単に動画を公開するということにとどまらずやり取

り、要は分かりやすく説明の一貫として、文書でＱ＆Ａというのをまとめて公開する、そ

ういったことをやっていただきたいのが。

○尾沢委員長 １点。

○土光委員 はい。それに対して答弁いいですか。

もう１点言います。もう１点は、安全対策協議会の協議会のことに関して、今まで３回
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あって、中国電力からそれなりの回答があった。要は４項目の立地自治体並み、これは資

料２の１、２、３、４あります。４に関しては、立地自治体並みが事実上回答を得られて

いる。実は１と３はまだ回答がない。１と３、措置要求。２番の現地確認、立入調査のこ

とですが、中国電力は県に対しては立入調査認めるというふうな案を示しています。ただ

し、両市、つまり米子市に対しては今のまま現地を確認していただくという回答しか示し

ていません。これは、立地自治体並みの改定を要求してきた米子市としては、この２番に

関してはまだ要求が入れられてないというふうに私は思うのですが、米子市の認識として

そういうことだと理解していいですか。

○尾沢委員長 以上、２点についてお答えをいただきましょうか。

大野原防災安全課長。

○大野原防災安全課長 まず最初の住民説明会のＱ＆Ａ、これを文字化するべきではない

かという御意見については、これは前向きに検討させていただきます。おっしゃることよ

く分かりますので。

２点目の安全協定の改定についてでございますが、委員御指摘のとおり、県は立入調査

という文言に変わってということで回答をいただいておるところですが、本市は従前の現

地確認と同様の表現となっております。これにつきましては、ただいま内部で検討してい

る状況でございますので、ほかの２つの項目が出そろってから、改めて市の考え方を議会

にお示ししたいと、そのように考えております。以上です。

○尾沢委員長 ラスト。

○土光委員 分かりました。私が言ったことだから。

この現地確認、県には立入調査、立地自治体並み認める。両市には今までどおり現地確

認で確認をしていただくことにする。この回答を、今言ったようにきちんと検討して、あ

くまでも米子市は立地自治体並みということですから、ここはちゃんと対応していただき

たい。私が懸念するのは、実は県はこの回答をいかにも何かこれでいいみたいな雰囲気で

知事も発言してるし、してるんですよ。だから、そういうことも、それでよしと米子市は

しないでいただきたい。県と市は違いますからということを意見として申し上げます。き

ちっとこれは検討して、対応してください。以上です。

○尾沢委員長 それでは、本当に長時間でございました。１２時に間もなくなりますが、

本件については終了いたします。

以上で原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会を閉会いたします。

午前１１時５９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員長

事 務 局

局 長 主 査


